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【届出の対象とした募集（売出）金額】 一般募集　　　　　　　　　　　　　　　 894,240,000円

引受人の買取引受けによる売出し　　　　 207,360,000円

オーバーアロットメントによる売出し　　 172,800,000円

（注）１　募集金額は、発行価額（会社法上の払込金額）の総

額であり、平成23年２月25日（金）現在の株式会

社大阪証券取引所における当社普通株式の終値を

基準として算出した見込額であります。

ただし、今回の募集の方法は、引受人が発行価額に

て買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額

（発行価格）で一般募集を行うため、一般募集に

おける発行価格の総額は上記の金額とは異なりま

す。

２　売出金額は、売出価額の総額であり、平成23年２月

25日（金）現在の株式会社大阪証券取引所におけ

る当社普通株式の終値を基準として算出した見込

額であります。

【安定操作に関する事項】 １　今回の募集及び売出しに伴い、当社の発行する上場株式に

ついて、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商

品取引法施行令第20条第１項に規定する安定操作取引が

行われる場合があります。

２　上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市

場を開設する金融商品取引所は、株式会社大阪証券取引

所であります。

【縦覧に供する場所】 株式会社大阪証券取引所

（大阪府大阪市中央区北浜一丁目８番16号）
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第一部【証券情報】
 

第１【募集要項】
 

１【新規発行株式】

種類 発行数 内容

普通株式 1,380,000株
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社
における標準となる株式であります。
単元株式数　100株

　（注）１　平成23年３月４日（金）開催の取締役会決議によります。

２　上記発行数は、平成23年３月４日（金）開催の取締役会において決議された公募による新株式発行に係る募集株式

数1,050,000株及び公募による自己株式の処分に係る募集株式数330,000株の合計であります。本有価証券届出書の

対象とした募集（以下「一般募集」という。）のうち自己株式の処分に係る募集は、金融商品取引法第二条に規定

する定義に関する内閣府令第９条第１号に定める売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘であります。

３　一般募集及び一般募集と同時に行われる後記「第２　売出要項　１　売出株式（引受人の買取引受けによる売出

し）」に記載の売出し（以下「引受人の買取引受けによる売出し」という。）にあたり、その需要状況を勘案した

上で、一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しの主幹事会社である三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株

式会社が当社株主から250,000株を上限として借入れる当社普通株式の売出し（以下「オーバーアロットメントに

よる売出し」という。）を行う場合があります。

なお、オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事

項　２　オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。

４　オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しとは別に、

平成23年３月４日（金）開催の取締役会において、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　２　オーバーア

ロットメントによる売出し等について」に記載の三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社を割当先とする

当社普通株式250,000株の第三者割当増資（以下「本件第三者割当増資」という。）を行うことを決議しておりま

す。

５　一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、その

内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　３　ロックアップについて」をご参照下さい。

６　振替機関の名称及び住所

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
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２【株式募集の方法及び条件】

　平成23年３月14日（月）から平成23年３月16日（水）までの間のいずれかの日（以下「発行価格等決定日」という。）に

決定される発行価額（会社法上の払込金額であり、以下同じ。）にて後記「３　株式の引受け」に記載の引受人は買取引受け

を行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で一般募集を行います。引受人は払込期日に発行価額の総額を当社に払込

み、一般募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金とします。当社は引受人に対して引受手数料を支払いませ

ん。

（１）【募集の方法】

区分 発行数 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）

株主割当 － － －

その他の者に対する割当 － － －

一般募集
新株式発行 1,050,000株 680,400,000 340,200,000

自己株式の処分 330,000株 213,840,000 －

計（総発行株式） 1,380,000株 894,240,000 340,200,000

　（注）１　全株式を金融商品取引業者の買取引受けにより募集します。

２　発行価額の総額は、引受人の買取引受けによる払込金額の総額であります。

３　資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本金等

増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとしま

す。また、増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とします。なお、

一般募集における自己株式の処分に係る払込金額の総額は資本組入れされません。

４　発行価額の総額及び資本組入額の総額は、平成23年２月25日（金）現在の株式会社大阪証券取引所における当社普

通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
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（２）【募集の条件】

発行価格（円）
発行価額
（円）

資本組入
額（円）

申込
株数
単位

申込期間
申込証拠金
（円）

払込期日

未定
（注）１、２

発行価格等決定日
の株式会社大阪証
券取引所における
当社普通株式の終
値（当日に終値の
ない場合は、その日
に先立つ直近日の
終値）に0.90～
1.00を乗じた価格
（１円未満端数切
捨て）を仮条件と
します。

未定
（注）１、
２

未定
（注）１

100株
自　平成23年３月17日（木）
至　平成23年３月18日（金）

（注）３

１株につき
発行価格と
同一の金額

平成23年３月23日（水）

　（注）１　日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件により需要状

況を勘案した上で、平成23年３月14日（月）から平成23年３月16日（水）までの間のいずれかの日（発行価格等決

定日）に、一般募集における価額（発行価格）を決定し、併せて発行価額（当社が引受人より受取る１株当たりの

払込金額）及び資本組入額を決定いたします。なお、資本組入額は、前記「（１）募集の方法」に記載の資本組入額

の総額を一般募集における新株式発行に係る発行数で除した金額とします。

今後、発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金をいう。以下同じ。）が

決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（一般募集における新株式発

行に係る発行価額の総額、一般募集における自己株式の処分に係る発行価額の総額、発行価額の総額の合計額、資本

組入額の総額、差引手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、引受人

の買取引受けによる売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロッ

トメントによる売出しの売出価額の総額をいう。以下同じ。）について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて発行

価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申

込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト（［URL］http://www.kenkomayo.co.jp/）

（以下「新聞等」という。）で公表いたします。ただし、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決

定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には目論見書の訂正事項分が交

付され、新聞等による公表は行いません。

なお、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正

事項分が交付されます。

２　前記「２　株式募集の方法及び条件」の冒頭に記載のとおり、発行価格と発行価額とは異なります。発行価格と発行

価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。

３　申込期間については、上記のとおり内定しておりますが、発行価格等決定日において正式に決定する予定でありま

す。

なお、上記申込期間については、需要状況を勘案した上で繰り上げることがあります。当該需要状況の把握期間は、

最長で平成23年３月11日（金）から平成23年３月16日（水）までを予定しておりますが、実際の発行価格等の決定

期間は、平成23年３月14日（月）から平成23年３月16日（水）までを予定しております。

したがいまして、

①　発行価格等決定日が平成23年３月14日（月）の場合、申込期間は「自　平成23年３月15日（火）　至　平成23年３

月16日（水）」
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②　発行価格等決定日が平成23年３月15日（火）の場合、申込期間は「自　平成23年３月16日（水）　至　平成23年３

月17日（木）」

③　発行価格等決定日が平成23年３月16日（水）の場合は上記申込期間のとおり、

となりますのでご注意下さい。

４　申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものとします。

５　申込証拠金のうち発行価額相当額は、払込期日に新株式払込金及び自己株式の処分に対する払込金にそれぞれ振替

充当します。

６　申込証拠金には、利息をつけません。

７　株式の受渡期日は、平成23年３月24日（木）であります。

株式は、受渡期日から売買を行うことができます。

社債、株式等の振替に関する法律の適用により、株式の売買は、振替機関又は口座管理機関における振替口座での振

替えにより行われます。

 

（３）【申込取扱場所】

　後記「３　株式の引受け」欄の金融商品取引業者の本店及び全国各支店で申込みの取扱いをいたします。

 

（４）【払込取扱場所】

店名 所在地

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行　新宿西支店 東京都新宿区西新宿一丁目８番１号

　（注）　上記払込取扱場所での申込みの取扱いは行いません。
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３【株式の引受け】

引受人の氏名又は名称 住所 引受株式数 引受けの条件

三菱ＵＦＪモルガン・
スタンレー証券株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目５番２号 1,380,000株

１　買取引受けによります。

２　引受人は新株式払込金及
び自己株式の処分に対す
る払込金として、払込期
日に払込取扱場所へ発行
価額と同額をそれぞれ払
込むことといたします。

３　引受手数料は支払われま
せん。
ただし、一般募集におけ
る価額（発行価格）と発
行価額との差額は引受人
の手取金となります。

計 － 1,380,000株 －

 

４【新規発行による手取金の使途】

（１）【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）

894,240,000 13,000,000 881,240,000

（注）１　払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、一般募集における新株式発行及び自己株式の処分に係

るそれぞれの合計額であります。

２　引受手数料は支払われないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。

３　発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。

４　払込金額の総額（発行価額の総額）は、平成23年２月25日（金）現在の株式会社大阪証券取引所における当社普通

株式の終値を基準として算出した見込額であります。

 

 

（２）【手取金の使途】

上記差引手取概算額881,240,000円については、一般募集と同日付をもって決議された本件第三者割当増資の手取概算

額上限160,000,000円と合わせ、手取概算額合計上限1,041,240,000円について、タマゴ加工品の品質向上や生産能力の増

強、効率化を図り、マヨネーズ・ドレッシング類の生産能力の増強、新機軸商品として拡販を図るため、平成23年３月期中

及び平成24年３月期中の当社のタマゴ加工品、マヨネーズ・ドレッシング類の製造事業に関する生産設備の新設のため

の設備投資資金に充当し、残額が生じた場合は、平成24年３月期中に当社の借入金の返済に充当する予定です。

なお、本有価証券届出書提出日（平成23年３月４日）現在の設備計画の内容については、後記「第三部　追完情報　１　

設備計画の変更」に記載のとおりであります。
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第２【売出要項】
 

１【売出株式（引受人の買取引受けによる売出し）】

　平成23年３月14日（月）から平成23年３月16日（水）までの間のいずれかの日（発行価格等決定日）に決定される引受価

額にて後記「２　売出しの条件（引受人の買取引受けによる売出し）」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該引受価額

と異なる価額（売出価格、発行価格と同一の価格）で売出しを行います。引受人は受渡期日に引受価額の総額を売出人に支

払い、引受人の買取引受けによる売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金とします。売出人は引受人に対

して引受手数料を支払いません。

種類 売出数 売出価額の総額（円）
売出しに係る株式の所有者の住所及び

氏名又は名称

普通株式 300,000株 207,360,000
東京都千代田区丸の内二丁目３番２号

エムエイチメザニン投資事業有限責任組合

　（注）１　一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しにあたり、その需要状況を勘案した上で、一般募集及び引受人の買取

引受けによる売出しの主幹事会社である三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社がオーバーアロットメン

トによる売出しを行う場合があります。

なお、オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事

項　２　オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。

２　一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、その

内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　３　ロックアップについて」をご参照下さい。

３　振替機関の名称及び住所

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

４　売出価額の総額は、平成23年２月25日（金）現在の株式会社大阪証券取引所における当社普通株式の終値を基準と

して算出した見込額であります。
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２【売出しの条件（引受人の買取引受けによる売出し）】

売出価格
（円）

引受価額
（円）

申込期間
申込
単位

申込
証拠金
（円）

申込受付
場所

引受人の住所及び
氏名又は名称

元引受契
約の内容

未定
（注）１、２
発行価格等決定
日の株式会社大
阪証券取引所に
おける当社普通
株式の終値（当
日に終値のない
場合は、その日に
先立つ直近日の
終値）に0.90～
1.00を乗じた価
格（１円未満端
数切捨て）を仮
条件とします。

未定
（注）１、
   ２

自　平成23年３
月17日(木)
至　平成23年３
月18日(金)
（注）３

100株
１株につき
売出価格と
同一の金額

右記金融商
品取引業者
の本店及び
全国各支店

東京都千代田区丸の内
二丁目５番２号
三菱ＵＦＪモルガン・
スタンレー証券株式会社

（注）４

（注）１　日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件により需要

状況を勘案した上で、平成23年３月14日（月）から平成23年３月16日（水）までの間のいずれかの日（発行価格等

決定日）に、売出価格を決定し、併せて引受価額（売出人が引受人より受取る１株当たりの売買代金）を決定いた

します。

今後、発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金）が決定された場合

は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（一般募集における新株式発行に係る発行価

額の総額、一般募集における自己株式の処分に係る発行価額の総額、発行価額の総額の合計額、資本組入額の総額、

差引手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、引受人の買取引受け

による売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによ

る売出しの売出価額の総額）について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて発行価格等決定日の翌日付の日本経

済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のイ

ンターネット上の当社ウェブサイト（［URL］http://www.kenkomayo.co.jp/）（新聞等）で公表いたします。ただ

し、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容に

ついての訂正が含まれる場合には目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。

なお、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正

事項分が交付されます。

２　前記「１　売出株式（引受人の買取引受けによる売出し）」の冒頭に記載のとおり、売出価格と引受価額とは異なり

ます。売出価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。

３　株式の受渡期日は、平成23年３月24日（木）であります。

申込期間については、上記のとおり内定しておりますが、発行価格等決定日において正式に決定する予定でありま

す。

なお、上記申込期間については、需要状況を勘案した上で繰り上げることがあります。当該需要状況の把握期間は、

最長で平成23年３月11日（金）から平成23年３月16日（水）までを予定しておりますが、実際の発行価格等の決定

期間は、平成23年３月14日（月）から平成23年３月16日（水）までを予定しております。

したがいまして、

①　発行価格等決定日が平成23年３月14日（月）の場合、申込期間は「自　平成23年３月15日（火）　至　平成23年

３月16日（水）」
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②　発行価格等決定日が平成23年３月15日（火）の場合、申込期間は「自　平成23年３月16日（水）　至　平成23年

３月17日（木）」

③　発行価格等決定日が平成23年３月16日（水）の場合は上記申込期間のとおり、

となりますのでご注意下さい。

４　元引受契約の内容

買取引受けによります。

引受手数料は支払われません。

ただし、売出価格と引受価額との差額は、引受人の手取金となります。

なお、引受人の手取金は前記「第１　募集要項　３　株式の引受け　引受けの条件」において決定される引受人の手取

金と同一とします。

金融商品取引業者の引受株式数

金融商品取引業者名 引受株式数

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 300,000株

５　申込みの方法は、申込期間内に申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものとします。

６　申込証拠金のうち引受価額相当額は、受渡期日に売出人への支払いに充当します。

７　申込証拠金には、利息をつけません。

８　株式は、受渡期日から売買を行うことができます。

社債、株式等の振替に関する法律の適用により、株式の売買は、振替機関又は口座管理機関における振替口座での振

替えにより行われます。

 

３【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】

種類 売出数 売出価額の総額（円）
売出しに係る株式の所有者の住所及び

氏名又は名称

普通株式 250,000株 172,800,000

東京都千代田区丸の内二丁目５番２号

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式

会社

（注）１　オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しにあたり、その需要状況を

勘案した上で、一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しの主幹事会社である三菱ＵＦＪモルガン・スタン

レー証券株式会社が当社株主から250,000株を上限として借入れる当社普通株式の売出しであります。上記売出数

はオーバーアロットメントによる売出しの売出数の上限を示したものであり、需要状況により減少し、又はオー

バーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。

なお、オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事

項　２　オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。

今後、売出数が決定された場合は、発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及び引受人の

手取金）及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（一般募集における新株式発行に係る発行価額の

総額、一般募集における自己株式の処分に係る発行価額の総額、発行価額の総額の合計額、資本組入額の総額、差引

手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、引受人の買取引受けによ

る売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売

出しの売出価額の総額）について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて発行価格等決定日の翌日付の日本経済新

聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のイン

ターネット上の当社ウェブサイト（［URL］http://www.kenkomayo.co.jp/）（新聞等）で公表いたします。ただ

し、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容に

ついての訂正が含まれる場合には目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。

なお、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正

事項分が交付されます。
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２　振替機関の名称及び住所

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

３　売出価額の総額は、平成23年２月25日（金）現在の株式会社大阪証券取引所における当社普通株式の終値を基準と

して算出した見込額であります。

 

４【売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）】

売出価格
（円）

申込期間 申込単位
申込証拠金
（円）

申込受付場所
引受人の住所及び
氏名又は名称

元引受
契約の
内容

未定
（注）１

自　平成23年
３月17日（木）
至　平成23年
３月18日（金）
（注）１

100株
１株につき
売出価格と
同一の金額

三菱ＵＦＪモルガン・
スタンレー証券株式会
社の本店及び全国各支
店

－ －

（注）１　株式の受渡期日は、平成23年３月24日（木）であります。

売出価格及び申込期間については、前記「２　売出しの条件（引受人の買取引受けによる売出し）」において決定

される売出価格及び申込期間とそれぞれ同一といたします。

２　申込みの方法は、申込期間内に申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものとします。

３　申込証拠金には、利息をつけません。

４　株式は、受渡期日から売買を行うことができます。

社債、株式等の振替に関する法律の適用により、株式の売買は、振替機関又は口座管理機関における振替口座での振

替えにより行われます。
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】
 

１　株式会社東京証券取引所への上場について

　当社普通株式は、本有価証券届出書提出日（平成23年３月４日）現在、株式会社大阪証券取引所に上場されておりますが、平

成23年３月24日（木）に株式会社東京証券取引所へ上場される予定であります。

 

２　オーバーアロットメントによる売出し等について

　一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しにあたり、その需要状況を勘案した上で、一般募集及び引受人の買取引受けに

よる売出しの主幹事会社である三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社が当社株主から250,000株を上限として借入れ

る当社普通株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を行う場合があります。オーバーアロットメントによる売

出しの売出数は、250,000株を予定しておりますが、当該売出数は上限の売出数であり、需要状況により減少し、又はオーバーア

ロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。

　オーバーアロットメントによる売出しに関連して、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社が上記当社株主から借入

れた株式（以下「借入れ株式」という。）の返還に必要な株式を三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社に取得させる

ために、当社は平成23年３月４日（金）開催の取締役会において、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社を割当先と

する当社普通株式250,000株の第三者割当増資（本件第三者割当増資）を、平成23年３月30日（水）を払込期日として行うこ

とを決議しております。（注）１

　また、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社は、一般募集、引受人の買取引受けによる売出し及びオーバーアロット

メントによる売出しの申込期間の終了する日の翌日から平成23年３月25日（金）までの間（以下「シンジケートカバー取引

期間」という。（注）２）、借入れ株式の返還を目的として、株式会社大阪証券取引所又は株式会社東京証券取引所において

オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とする当社普通株式の買付け（以下「シンジケートカバー取引」

という。）を行う場合があります。三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社がシンジケートカバー取引により取得した

全ての当社普通株式は、借入れ株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、三菱ＵＦＪモルガ

ン・スタンレー証券株式会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しに係

る株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

　さらに、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社は、一般募集、引受人の買取引受けによる売出し及びオーバーアロッ

トメントによる売出しに伴い安定操作取引を行うことがあり、かかる安定操作取引により買付けた当社普通株式の全部又は一

部を借入れ株式の返還に充当することがあります。

　オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数から、安定操作取引及びシンジケートカバー取引によって取得し、借入れ

株式の返還に充当する株式数を減じた株式数について、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社は本件第三者割当増資

に係る割当てに応じ、当社普通株式を取得する予定であります。そのため本件第三者割当増資における発行数の全部又は一部

につき申込みが行われず、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が安定操作取引及びシンジケー

トカバー取引によって取得した株式数を限度として減少し、又は発行そのものが全く行われない場合があります。

　なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われる場合の

売出数については発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場合は、三菱ＵＦＪ

モルガン・スタンレー証券株式会社による上記当社株主からの当社普通株式の借入れは行われません。したがって三菱ＵＦＪ

モルガン・スタンレー証券株式会社は本件第三者割当増資に係る割当てに応じず、申込みを行わないため、失権により本件第

三者割当増資における新株式発行は全く行われません。また、株式会社大阪証券取引所又は株式会社東京証券取引所における

シンジケートカバー取引も行われません。

　（注）１　本件第三者割当増資の内容は以下のとおりであります。

(1）募集株式の種類及び数　　　　　　　　当社普通株式　250,000株

(2）払込金額の決定方法　　　　　　　　　発行価格等決定日に決定する。なお、払込金額は一般募集における発行価額と同一の

金額とする。
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(3）増加する資本金及び資本準備金の額　　増加する資本金の額は、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本金

等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じた

ときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額

は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。

(4）割当先　　　　　　　　　　　　　　　三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社

(5）申込期間（申込期日）　　　　　　　　平成23年３月29日（火）

(6）払込期日　　　　　　　　　　　　　　平成23年３月30日（水）

(7）申込株数単位　　　　　　　　　　　　100株

２　シンジケートカバー取引期間は、

①　発行価格等決定日が平成23年３月14日（月）の場合、「平成23年３月17日（木）から平成23年３月25日（金）ま

での間」

②　発行価格等決定日が平成23年３月15日（火）の場合、「平成23年３月18日（金）から平成23年３月25日（金）ま

での間」

③　発行価格等決定日が平成23年３月16日（水）の場合、「平成23年３月19日（土）から平成23年３月25日（金）ま

での間」

となります。

 

３　ロックアップについて

　一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに関連して、売出人であるエムエイチメザニン投資事業有限責任組合は三

菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社に対し、発行価格等決定日に始まり、一般募集及び引受人の買取引受けによる

売出しの受渡期日から起算して90日目の日に終了する期間（以下「ロックアップ期間」という。）中、三菱ＵＦＪモルガン

・スタンレー証券株式会社の事前の書面による同意なしには、原則として当社普通株式の売却等（ただし、引受人の買取引

受けによる売出し等を除く。）を行わない旨合意しております。

　また、当社は三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社に対し、ロックアップ期間中、三菱ＵＦＪモルガン・スタン

レー証券株式会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の発行又は処分、当社普通株式に転換可能若しくは交換

可能な有価証券の発行及びこれに類する一定の行為（ただし、一般募集、本件第三者割当増資又は株式分割による当社普通

株式の発行等を除く。）を行わない旨合意しております。

　なお、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社はロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内容を一部

又は全部につき解除できる権限を有しております。
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第３【第三者割当の場合の特記事項】
 

　該当事項はありません。

 

第４【その他の記載事項】
 

　特に新株式発行及び自己株式処分並びに株式売出届出目論見書に記載しようとしている事項は次のとおりであります。

・表紙に当社のシンボルマーク及びロゴ を記載いたします。

 

・表紙裏に、以下の内容を記載いたします。

 

　今後、発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金をいう。以下同じ。）が決定され

た場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（一般募集における新株式発行に係る発行価額の

総額、一般募集における自己株式の処分に係る発行価額の総額、発行価額の総額の合計額、資本組入額の総額、差引手取概算額、

本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、引受人の買取引受けによる売出しの売出価額の総

額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいう。以下

同じ。）について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に

係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト

（［URL］http://www.kenkomayo.co.jp/）（以下「新聞等」という。）で公表いたします。ただし、発行価格等の決定に際し、

発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には目論見

書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。

　なお、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交

付されます。
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・第一部　証券情報の直前に以下の内容を記載いたします。

 

（株価情報等）

１【株価、ＰＥＲ及び株式売買高の推移】

　平成20年３月３日から平成22年３月31日までの株式会社ジャスダック証券取引所（現株式会社大阪証券取引所※）における

当社普通株式の株価、ＰＥＲ及び株式売買高の推移（週単位）並びに平成22年４月１日から平成23年２月25日までの株式会社

大阪証券取引所における当社普通株式の株価、ＰＥＲ及び株式売買高の推移（週単位）は以下のとおりであります。

※株式会社ジャスダック証券取引所は、平成22年４月１日付で、株式会社大阪証券取引所を存続会社とする吸収合併により株

式会社大阪証券取引所に統合されております。

 

 

　（注）１　・株価のグラフ中の１本の罫線は、週単位の始値、高値、安値、終値の４種類の株価を表しております。

・始値と終値の間は箱形、高値と安値の間は線で表しております。

・終値が始値より高い時は中を白ぬき、安い時は中黒で表しております。
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２　ＰＥＲの算出は、以下の算式によります。

 
ＰＥＲ（倍）＝

週末の終値

 １株当たり当期純利益（連結）

平成20年３月３日から平成20年３月31日については、平成19年３月期有価証券報告書の平成19年３月期連結財務諸

表の１株当たり当期純利益を使用。

平成20年４月１日から平成21年３月31日については、平成20年３月期有価証券報告書の平成20年３月期連結財務諸

表の１株当たり当期純利益を使用。

平成21年４月１日から平成22年３月31日については、平成21年３月期有価証券報告書の平成21年３月期連結財務諸

表の１株当たり当期純利益を使用。

平成22年４月１日から平成23年２月25日については、平成22年３月期有価証券報告書の平成22年３月期連結財務諸

表の１株当たり当期純利益を使用。

 

２【大量保有報告書等の提出状況】

　平成22年９月４日から平成23年２月25日までの間における当社株式に関する大量保有報告書等の提出はありません。
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第二部【公開買付けに関する情報】
 

　該当事項はありません。
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第三部【追完情報】
 

１　設備計画の変更

　後記「第四部　組込情報」の有価証券報告書「第一部　企業情報　第３　設備の状況　３　設備の新設、除却等の計画　(1) 重要

な設備の新設等」は、本有価証券届出書提出日（平成23年３月４日）現在、以下のとおりとなっております。

会社名
事業所名
(所在地)

事業内容
設備の
内容

投資予定額
(百万円) 資金調達

方法
着手
年月

完了予定
年月

完成後の
増加能力

総額
既支
払額

提出
会社

西神戸工場
（兵庫県神戸市
西区）

調理加工食品、マヨ
ネーズ・ドレッシン
グ類、タマゴ加工品の
製造

生産設備 499118
増資資金
及び借入金

平成22年
８月

平成23年
２月

茹卵、フレッシュ
エッグの年産1,900
トン増加を計画して
おります。

御殿場工場
(静岡県御殿場

市)
調理加工食品の製造 生産設備 50 9

増資資金
及び借入金

平成23年
１月

平成23年
６月

生産能力の増加はあ
りません。

西日本工場
（京都府舞鶴
市）

調理加工食品、マヨ
ネーズ・ドレッシン
グ類の製造

生産設備 500―
増資資金
及び借入金

平成24年
１月

平成24年
４月

マヨネーズ・ドレッ
シング類の年産
3,600トン増加を計
画しております。

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

２　事業等のリスクについて

　後記「第四部　組込情報」に記載の有価証券報告書（第53期事業年度）(有価証券報告書の訂正報告書により訂正された内

容を含む。）及び四半期報告書（第54期第３四半期）(四半期報告書の訂正報告書により訂正された内容を含む。）（以下

「有価証券報告書等」という。）の提出日以後、本有価証券届出書提出日（平成23年３月４日）までの間において有価証券

報告書等に記載された「事業等のリスク」について変更及び追加すべき事項が生じております。下記の「事業等のリスク」

は当該有価証券報告書等の「事業等のリスク」を一括して記載したものであり、当該変更及び追加箇所については____罫で

示しております。

　なお、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は、以下「事業等のリスク」に記載

されたものを除き、本有価証券届出書提出日（平成23年３月４日）現在においてもその判断に変更はなく、また新たに記載

する将来に関する事項もありません。

 

[事業等のリスク]

　当社グループ（当社及び関係会社）の事業に関してのリスク要因及び投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事

項は以下のようなものがあります。

　なお、本文中の将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日（平成23年３月４日）現在において当社グループ（当社及び

関係会社）が判断したものであります。

 

(1)　経営環境について

　当社グループ（当社及び関係会社）は多品種の食品を取り扱っており、同業他社のみならず異業種との競争が益々激しく

なっております。そのような環境の中、冷夏、暖冬等の天候不順、ＢＳＥや鳥インフルエンザ、残留農薬等の食品の安全性・信

頼性を揺るがす問題等により、売上高の減少につながり業績に影響を与える可能性があります。

　また、当社グループ（当社及び関係会社）における製品の販売先の大半が日本国内であることから、国内景気の悪化及び市

場規模の縮小、主要販売先における販売の不振や商品政策の変更等による需要の後退、地震等の自然災害、火災等の人的災害

の発生による生産能力の低下等により、業績に影響を与える可能性があります。
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(2)　原材料等購入価格の変動について

　当社グループ（当社及び関係会社）の主要な原材料は食用油（大豆、菜種等）・卵・野菜であり、購入価格は内外の商品市

場価格及び外国為替相場に大きく影響されます。市場価格の変動リスクのヘッジとしまして海外調達も含め産地分散、及び

通年価格契約の実施等を行っておりますが、市場価格の変動が経営成績に影響を与える可能性があります。

　また、原油価格が高騰した場合には、物流コストや包材価格が上昇する可能性があります。これらの影響を販売価格に転嫁

できなかった場合、変動により当社グループ（当社及び関係会社）の業績に影響を与える可能性があります。

 

(3)　物流の外部委託について

　当社グループ（当社及び関係会社）の物流は、外部の専門企業に全面委託しております。委託先企業はそれぞれの条件に応

じて複数存在しますが、その取引条件の変更や事故によるトラブル発生の場合、当社グループ（当社及び関係会社）の経営

成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。

 

(4)　財政状態について

　当社グループ（当社及び関係会社）は、有利子負債の圧縮等による財務体質の改善を進めております。今後も財務体質の改

善に努めるとともに、金利変動リスクを回避するために固定レートによる長期の借入割合を高めて参ります。ただし、金融情

勢に大幅な変動が生じた場合には当社グループ（当社及び関係会社）の経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があ

ります。

 

(5)　労務について

　当社グループ（当社及び関係会社）は、正社員に加えてパートナー社員、アルバイト等も受注業務及び生産業務等に従事し

ており、勤務者の就業等に関する法律の改正等が行われた場合には費用が変動する可能性があり、業績に影響を与える可能

性があります。

 

(6)　品質管理及び法的規制について

　当社グループ（当社及び関係会社）の取り扱う商品・サービスは食品衛生法、ＪＡＳ法、健康増進法等による定めがあり、

生産・販売・表示につき関係法令の遵守体制の充実に努めております。

　また、消費者の食品に対する安全性への関心が高まる中、当社グループ（当社及び関係会社）は品質管理の取り組みとし

て、「ISO9001」（品質マネジメントシステム）の取得、トレーサビリティシステムの導入等を行って品質管理には万全の体

制をとっておりますが、万が一品質問題が発生した場合には、当社グループ（当社及び関係会社）の業績に影響を与える可

能性があります。

 

(7)　固定資産の減損について

　当社グループ（当社及び関係会社）は、土地、建物、機械装置等の様々な資産を所有しております。資産の新規取得にあたり

ましては、各関連部署と連携し投資効果、回収可能性を徹底的に検証・検討しており、職務権限規程に基づき決裁を受けてお

ります。また、継続して有効性の確認を行い、固定資産の保全と有効活用に努めております。

　しかしながら、外部環境の急激な変化に伴い時価の下落や収益性の低下等により投資額の回収が見込めなくなった場合、減

損損失を計上する可能性があり業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。

 

(8)　情報システムについて

　当社グループ（当社及び関係会社）は、基幹系システムにより管理している生産・販売・物流・会計等の重要な情報の紛

失や改ざん等を防止するため、情報管理体制の徹底やシステム障害などに対する保守・保全等のセキュリティ対策を講じて

おります。

　しかしながら、地震等の自然災害をはじめ、予測の範囲を超える事象によりシステム障害等が発生した場合、業績及び財政

状態に影響を与える可能性があります。
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３　当社株式に対する大規模買付行為への対応方針について

　後記「第四部　組込情報」に記載の有価証券報告書（第53期事業年度）（有価証券報告書の訂正報告書により訂正された

内容を含む。以下同じ。）の「第一部　企業情報　第２　事業の状況　３　対処すべき課題　(2) 会社の財務及び事業の方針の決

定を支配する者の在り方に関する基本方針」及び四半期報告書（第54期第３四半期）（四半期報告書の訂正報告書により

訂正された内容を含む。以下同じ。）の「第一部　企業情報　第２　事業の状況　４　財政状態、経営成績及びキャッシュ・フ

ローの状況の分析　(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題」に記載された当社株式に対する大規模買付行為への対応方針

について、平成23年３月４日開催の取締役会において改定した上、更新することを決議いたしました。以下は、当該改定後の

当社株式に対する大規模買付行為への対応方針（以下「本プラン」という。）の内容を一括して記載したものであります。

 

（株式会社の支配に関する基本方針）

　当社は平成18年５月19日開催の当社取締役会において、当社の企業価値を毀損し、ひいては株主の皆様の共同利益を害する

と考えられる当社買収に対し自衛を図る観点から、特定の法人・個人またはグループ（以下「特定株主グループ」という。

(注１)）による当社の議決権割合(注２)の20％を超えて買い進めることを目的とした当社株券等（金融商品取引法第27条

の23第１項に規定される。）の買付行為、または結果として特定株主グループによる議決権割合が20％を超えることとなる

ような当社株券等の買付行為（以下、かかる買付行為を「大規模買付行為」といい、大規模買付行為を行う者及び行おうと

する者を「大規模買付者」という。）に関する対応方針を決定いたしております。

　当社取締役会は、今後、公開買付制度に係わるものを含め関連諸法令の改正等を踏まえ、本プラン及び新株予約権の内容を

適宜見直し、本プラン導入の趣旨に沿ったものとすべく必要に応じ修正していくこととしております。また、当社は、本プラ

ンの検討・導入に関し、日本国の弁護士等第三者からの助言を受けております。

(注１)　特定株主グループとは、当社の株券等（金融商品取引法第27条の23第１項に規定する株券等をいう。）の保有者（金

融商品取引法第27条の23第１項に規定する保有者をいい、同条第３項に基づき保有者とみなされる者を含む。）ま

たは買付け等（金融商品取引法第27条の２第１項に規定する買付け等をいい、取引所有価証券市場において行われ

るものを含む。）を行う者とその共同保有者（金融商品取引法第27条の23第５項に規定する共同保有者をいい、同

条第６項に基づき共同保有者とみなされる者を含む。）及び特別関係者（金融商品取引法第27条の２第７項に規定

する特別関係者をいう。）を意味する。

(注２)　議決権割合の計算において分母となる総議決権数は、当社のその時点での発行済全株式から、直近の自己株券買付状

況報告書に記載された数の保有自己株式を除いた株式の議決権数とする。

 

Ⅰ．当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

　当社は食品メーカーとして創業以来、『心を豊かにする食品作り』、『身体にやさしい食品作り』を基軸として取組んでま

いりました。今後も『食を通じて世の中に貢献する』ことを企業理念に掲げ、『サラダNo.1企業を目指す』方針の下、株主の

皆様への期待・信頼に応えるべく企業価値向上及び株主共同利益向上に邁進していく所存であります。

　当社グループは食品メーカーとして、工場の立地する地域社会とも共存共栄を図りつつ事業展開しており、さらに、地道な

研究開発による新規商品・新規事業の開発と競争力の強化をベースに、企業としての成長を図っております。従いまして、当

社に対する大規模買付行為の提案があったとしても、当社経営ノウハウ・知識・情報及び多数の従業員・顧客並びに取引先

・地域社会等のステークホルダーとの間に築かれた関係等の理解なくしては、中長期的な企業価値の極大化の実現は困難で

あると考え、提案内容や当社の将来にわたる企業価値について判断いただくのは極めて困難であると考えております。

　最終的に、大規模買付行為を受け入れるかどうかは株主の皆様の判断によるべきものでありますが、上記事情に鑑みます

と、大規模買付行為が行われようとする場合には、株主の皆様に対して、当社からはもとより、大規模買付者からも充分な判

断材料が提示されると共に、熟慮のための充分な時間が確保されるべきものと考えます。
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　また、昨今のわが国資本市場においては、株主・投資家等に対する充分な情報開示がなされることなく、一方的な利得権益

獲得のため突然に株券等の大規模買付行為がなされ、結果として対象会社の企業価値及び株主共同の利益を毀損する事態が

発生し得る事例も散見され、これらは多数のステークホルダーに無用な混乱・ダメージを残すこととなり、厳に慎むべきも

のであります。それは、関係当事者同士が納得、合意した上で友好裡に進められるべきものと考えております。

 

　上記の点を踏まえ、当社取締役会は、大規模買付行為が一定の合理的なルールに基づき行われることが、株主の皆様の共同

利益に合致するものと考え、本プランにおいて、一定のルール（以下「大規模買付ルール」という。）を定めることといたし

ました。

　当社取締役会としては、大規模買付行為に対してこの大規模買付ルールの遵守を求め大規模買付ルールに基づき判断材料

の提示を大規模買付者より受けた場合には、社外監査役等で構成される独立委員会（以下「企業価値検討委員会」とい

う。）の助言を最大限尊重したうえでそれを十分吟味・検討し、当社取締役会としての見解を取りまとめた上で当該見解を

適時且つ適切に開示し買付けの受入又は代替案の提示等、その見解に基づいた相当の対応をとることといたします。

　また、大規模買付者が大規模買付ルールに従わずに大規模買付行為を開始しようとする場合には、株主の皆様の共同利益を

毀損する当社に対する敵対的買収行為と看做し、取締役会は企業価値検討委員会の助言を最大限尊重した上で必要に応じて

相当な対抗措置等の意思決定を行います。

　本プランにおける大規模買付ルールは、関係諸法令、裁判例、株式会社大阪証券取引所（JASDAQ市場）の定める「買収防衛

策の導入等に係わる上場制度の整備等について」並びに経済産業省及び法務省の定めた「企業価値・株主共同の利益の確

保又は向上のための買収防衛策に関する指針」及び企業価値研究会の定めた「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策

の在り方」に準拠しております。

　なお、平成22年９月30日現在の大株主の状況は平成22年11月12日提出の四半期報告書（第54期第２四半期）の「第一部　企

業情報　第４　提出会社の状況　１　株式等の状況　(6) 大株主の状況」に記載のとおりです。大量保有者に該当する株主は相

互に自主独立した関係を構築しており、その意思決定は各々別個に独立して行われます。

 

Ⅱ．大規模買付ルールの概要

　当社取締役会としては、大規模買付行為は、以下に定める大規模買付ルールに従って行われることが、当社株主の皆様の共

同利益に合致すると考えます。

(1) 大規模買付ルール内容

①　事前に大規模買付者から当社取締役会に対して充分な情報が提供される。

②　当社取締役会による一定の評価期間が経過した後に大規模買付行為を開始する。

(2) 大規模買付情報の提供

　大規模買付者には、当社取締役会に対して、当社株主の判断及び取締役会としての意見形成のために充分な情報（以下

「大規模買付情報」という。）を提供していただきます。

　項目の一部は以下のとおりであります。

①　大規模買付者及びそのグループの概要（大規模買付者の資本構成の詳細、事業内容、当社の事業と同種の事業につ

いての経験等に関する情報を含む。）

②　大規模買付行為の目的及び内容

③　買付対価の算定根拠及び買付資金の裏付けまたは調達先

④　大規模買付行為完了後に意図する当社経営方針、事業計画、財務計画、資本政策、配当政策及び資産活用策等

⑤　既に保有する当社株券等に関する担保設定状況

⑥　今後買付ける当社株券等に関する担保設定の予定

⑦　大規模買付行為に際しての第三者との間における意思連絡の有無及び意思連絡が存する場合にはその内容
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(3) 「大規模買付意向表明書」の事前提出

　大規模買付者が大規模買付行為を行おうとする場合には、まず当社取締役会宛に大規模買付ルールに従う旨の意向表明

書を提出いただくことといたします。意向表明書には、大規模買付者の名称、住所、代表者名、事業内容、主要株主、または主

要出資者の概要、設立準拠法、国内連絡先を明示していただきます。当社は、この意向表明書の受領後10営業日（初日不算

入）以内に、大規模買付者から当初提供していただくべき大規模買付情報のリストを大規模買付者に交付いたします。

　なお、当初提供していただいた情報を精査した結果、大規模買付情報として不十分と考えられる場合、十分な大規模買付

情報が揃うまで追加的に情報提供をしていただくことがあります。大規模買付行為の提案があった事実及び当社取締役会

に提供された大規模買付情報が、当社株主の皆様の判断のために必要であると認められる場合には、適切と判断する時点

で、その全部または一部を開示することといたします。

(4) 情報の検討及び当社意見表明等

　次に、当社取締役会は大規模買付行為に関する情報の提供が完了したと合理的に判断されるときには、その旨を大規模買

付者に通知いたしますが、当該通知後60日間（初日不算入。対価を現金（円貨）のみとする公開買付けによる当社全株式

の買付けの場合）または90日間（その他の大規模買付行為の場合）を取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案

立案のための期間（以下「取締役会評価期間」という。）として与えられるべきものと考えます。

　従って大規模買付行為は、取締役会の意見公表後、または取締役会評価期間の経過後にのみ開始されるものといたしま

す。取締役会評価期間中、当社取締役会は企業価値検討委員会の助言を最大限尊重して、提供された大規模買付情報を充分

に評価・検討し、取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、開示することになります。

　また、必要に応じ、大規模買付者との間で大規模買付行為に関する条件改善について交渉し、当社取締役会として株主へ

の代替案を提示することもあります。

(5) 企業価値検討委員会

①　目的

　対応方針に定める大規模買付行為が発生した場合、対応方針上の大規模買付ルールに則って一連の手続きが行われて

いることを確認し、企業価値を守るために取締役会に対して、法的段取りや措置について適切且つ公正中立な立場で助

言することを目的とします。

②　機能

　独立した組織として、合理性、公正性を担保するため、大規模買付行為が判明しだい、買付行為の適正性及び対策につい

て検討し、構成メンバーの同意による決議により、最終的判断を行う取締役会に助言します。取締役会はこの助言を最大

限尊重しなければなりません。

③　買付行為の是非の判断

・企業価値及び株主共同の利益を毀損しないかを検討

・大規模買付ルールの遵守の確認

・企業価値の収奪性の確認

・買収価格の適正性の検討

④　第三者専門家の助言

　前号に定める検討または確認に必要と企業価値検討委員会が判断する場合には、当社の費用で独立した第三者（ファ

イナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、税理士、コンサルタントその他の専門家）の助言を得ることができ

るものとします。

⑤　選任

　企業価値検討委員会の委員として社外監査役２名、社外補欠監査役１名を選任します。委員の氏名及び略歴は後記「第

四部　組込情報」に記載の有価証券報告書（第53期事業年度）の「第一部　企業情報　第４　提出会社の状況　５　役員の

状況」を参照願います。
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Ⅲ．大規模買付行為への対応策

(1) 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合

　大規模買付者によって大規模買付ルールが遵守されない場合には、当社取締役会は、当社及び当社株主の皆様の利益の保

護を目的として、新株予約権の発行等、会社法その他の法律（対抗措置時の施行後法令を含む。）及び当社定款が取締役会

の権限として認める措置をとり大規模買付行為に対抗することがあります。具体的な対抗措置については、その時点で最

も適切と当社取締役会が判断したものを選択いたします。

　また、具体的対抗措置として株主割当により新株予約権を発行する場合の概要は(注)のとおりとします。新株予約権の発

行株数は当社取締役会が別途定める数とし、複数回にわたり新株予約権の発行を行うことがあります。なお、新株予約権を

発行する場合には対抗措置としての効果を勘案した行使期間及び行使条件を設けることがあります。当該対抗措置によ

り、大規模買付者はその持株比率が低下し、自己の持株の価値が減少する（いわゆる「希釈化」）という経済的損害を含

む何らかの不利益を発生させる可能性があります。

　(注) 株主割当により新株予約権を発行する場合の概要

①　新株予約権付与の対象となる株主及びその発行条件

　取締役会で定める割当日における最終の株主名簿又は実質株主名簿に記載又は記録された株主に対し、その所有

株式（ただし、当社の有する当社普通株式を除く。）１株につき１個の割合で新株予約権を割当てる。

②　新株予約権の目的となる株式の種類及び数

　新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権１個当たりの目的となる株式の数は１株と

する。

③　発行する新株予約権の総数

　新株予約権の割当総数は、当社取締役会が別途定める数とする。取締役会は複数回にわたり新株予約権の割当を行

うことがある。

④　各新株予約権の発行価額

　無償とする。

⑤　各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額

　各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額は１円以上で取締役会が定める額とする。

⑥　新株予約権の譲渡制限

　新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

⑦　新株予約権の行使条件

　議決権割合が20％以上の特定株主グループに属する者に新株予約権の行使を認めないことを新株予約権の行使の

条件として定める。新株予約権の行使条件の詳細については、当社取締役会において別途定めるものとする。

⑧　新株予約権の行使期間等

　新株予約権の行使期間、その他必要な事項については、取締役会において別途定めるものとする。

(2) 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合

　大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、大規模買付行為が専ら大規模買付者の短期的な利得のみを目的と

するものであったり、目的の不明確性や、買収後の経営の不確実性などから株主の皆様の共同利益に反するおそれがある

場合や、当社に回復し難い損害をもたらすことが明らかであると、企業価値検討委員会が当社取締役会に助言した場合こ

の助言を最大限尊重して、当社としてその旨の見解を改めて開示の上、必要に応じて相当な対抗措置を講ずることになり

ますので予めご留意願います。

　たとえば、以下の場合が対象となります。

①　真に会社経営に参加する意思がないにもかかわらず株価をつりあげて高値で株式を当社または当社関係者に引取

らせる目的であると判断される場合または当社株券等の取得目的が主として短期の利鞘の稼得にあると判断さ

れる場合

②　当社の会社経営を一時的に支配して当社の事業経営上必要な知的財産権、ノウハウ、企業秘密、主要取引先や顧客

等を買付提案者やそのグループ会社に移譲させるなど、いわゆる焦土化経営を行う目的があると判断される場合
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③　当社の経営を支配後、当社の資産を買付提案者やそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用する目

的があると判断される場合

④　当社経営を一時的に支配して、当社の事業に当面関係していない不動産、有価証券など資産等を売却等処分させ、

その処分利益をもって一時的な高配当をさせるか、あるいは一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って当

社株式の高価売り抜けを目的としていると判断される場合

⑤　大規模買付者の経営陣又は主要株主にいわゆる反社会的組織、又はその組織が支配・関与する個人・団体が含ま

れている場合等、大規模買付者が公序良俗の観点から当社の支配株主として不適切であると合理的な根拠をもっ

て判断される場合

⑥　大規模買付者による支配権取得により、当社株主はもとより、顧客、従業員、その他のステークホルダーの利益を含

む当社の企業価値の毀損が予想されたり、当社の企業価値の維持及び向上を阻止する可能性があると合理的な根

拠をもって判断される場合、または大規模買付者が支配権を獲得する場合の当社の企業価値が、中長期的な将来

の企業価値との比較において、当該大規模買付者が支配権を取得しない場合の企業価値と比べ、明らかに劣後す

ると判断される場合

⑦　大規模買付者による支配権取得の事実それ自体が、当社または当社グループ会社の重要な取引先を喪失させる等、

当社の企業価値を明らかに毀損するものである場合

 

Ⅳ．株主意思の確認

　当社取締役会は、大規模買付ルールに基づく取締役会評価期間満了後、大規模買付行為に対する対抗措置を発動するか否か

の決定を行うにあたり、①企業価値検討委員会から株主の皆様のご意見を反映すべき旨の助言を受けた場合、または②株主

総会の開催に要する時間等を勘案した上で、善管注意義務に照らし、株主意思を確認することが適切と判断する場合には、株

主総会（以下「株主意思確認総会」という。）招集の決議を行い、当社株主意思確認総会を開催する場合があります。ただ

し、当社取締役会が当該買収提案につき、当社の企業価値及び株主の皆様の共同利益の最大化に資すると判断した場合は、こ

の限りではありません。

 

Ⅴ．株主・投資家に与える影響等

　大規模買付ルールは、当社の経営に影響力を持ち得る規模の当社株式の買付行為について当社株主の皆様の利益を保護す

るという観点から、株主に、このような買付行為を受け入れるかどうかの判断のために必要な情報や、現に経営を担っている

当社取締役会の評価意見を提供し、さらには、代替案の提示を受ける機会を保証することを目的とするものであります。

　従いまして、今後、大規模買付者が現れた場合や当社株主の皆様及び投資家の方々に影響を与える防衛策を発動することを

決定した場合等には、その詳細について速やかに公表することとし、適用法令及び証券取引所規則に基づき適時且つ適切な

開示を行います。

　なお、対抗措置の発動に伴う当社株主の皆様に係わる手続きについては、以下の通りとなりますのでご留意願います。株主

割当による新株予約権の発行または行使につきましては、新株予約権または新株取得をするために所定の期間内に一定の手

続きをしていただく必要があります。かかる手続きの詳細につきましては、実際に新株予約権を発行することになった際に、

法令に基づき別途お知らせします。ただし、名義書換未了の当社株主の皆様に関しましては、新株予約権を取得するために

は、別途当社取締役会が決定し公告する新株予約権の割当日までに、名義書換を完了していただく必要があります。

　なお、この新株予約権を取得した株主の皆様においてもその権利を行使しなかった場合は、他の株主の皆様が極めて安価に

当社株式の発行を受けることにより、結果的に希釈化の不利益を受けることがあります。

 

EDINET提出書類

ケンコーマヨネーズ株式会社(E00493)

有価証券届出書（組込方式）

23/33



Ⅵ．本プランの見直し等

　本プランは、平成23年３月４日に開催された当社取締役会において全取締役の賛成により決定されたものであり、社外監査

役２名を含む当社監査役の全員が出席し、いずれの監査役も、本プランの具体的運用が適正になされることを条件として、賛

成する旨の意見表明がありました。

　本プランについては、毎年定時株主総会後、最初に開催される当社取締役会において、継続の可否について検討することと

し、また当社取締役会は、企業価値・株主価値向上の観点から、会社法その他企業防衛に係わる法改正、司法判断の動向や分

析等を踏まえ、今後必要に応じて本プランを変更もしくは廃止し、または新たな対応策等を導入することがあります。

　なお、本プランの有効期限は、特段の事情がない限り、平成23年６月に開催される定時株主総会終結後に開催される取締役

会の終了時までといたします。

 

Ⅶ．本プランの合理性

(1) 買収防衛策に関する指針に定める要件の充足

　本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年５月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のため

の買収防衛策に関する指針」に定められた３原則、すなわち①企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、②事前開

示・株主意思の原則、③必要性・相当性の原則をすべて充足しております。

　また、企業価値研究会が平成20年６月30日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」にも準拠

しております。

(2) 企業価値・株主共同の利益の確保または向上

　本プランは、基本方針に基づき、当社株式に対する買付け等がなされた際に、当該買付け等に応じるべきか否かを株主の

皆様が判断し、あるいは当社取締役会が株主の皆様に代替案を提示するために必要な情報や時間を確保し、株主の皆様の

ために大規模買付者等と交渉を行うこと等を可能にすることにより、当社の企業価値・株主共同の利益を確保または向上

させるという目的で導入・更新されるものであり、大規模買付行為を一概に否定するものではありません。

(3) 株主意思の尊重

　本プランは、上記「Ⅳ．株主意思の確認」に記載のとおり、当社取締役会は本プランの発動の是非について株主意思確認

総会において株主の皆様の意思を確認することができるものとしており、本プランの実施においては株主の皆様のご意向

が反映されることとなっております。

(4) 合理的かつ客観的な発動要件

　本プランは、上記「Ⅲ．大規模買付行為への対応策」に記載のとおり、合理的・客観的要件を充足することを発動要件と

しており、当社取締役会による恣意的な発動を防止する仕組みを確保しております。

(5) 独立性の高い社外者の判断重視

　上記「Ⅱ．大規模買付ルールの概要　(5) 企業価値検討委員会」に記載のとおり、本プランにおいては社外監査役等から

構成される企業価値検討委員会が大規模買付行為の是非を判断し、当社取締役会は同委員会の助言を最大限尊重した上で

対抗措置発動の是非を決議しなければならない定めとなっております。

　企業価値検討委員会により当社取締役会が恣意的に本プランの発動等の運用を行うことのないよう厳しく監視されてお

り、当社の企業価値・株主共同の利益の確保又は向上に適うよう、本プランの透明な運営の仕組みが確保されております。

(6) 第三者専門家の意見の取得

　上記「Ⅱ．大規模買付ルールの概要　(5) 企業価値検討委員会」に記載のとおり、本プランにおいては企業価値検討委員

会は必要に応じて自らの判断で独立した第三者（ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、税理士、コンサ

ルタントその他の専門家）の助言を得ることが可能となっております。これにより企業価値検討委員会の判断の公正性・

客観性が担保される仕組みとなっております。
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(7) デッドハンド型やスローハンド型の買収防衛策ではないこと

　上記「Ⅵ．本プランの見直し等」に記載のとおり、本プランは有効期間満了前であっても取締役会決議により廃止が可

能です。故に、当社株式を大量に買付けた者が株主総会において取締役を選任し、当該取締役を構成員とする取締役会にお

いて本プランを廃止することが可能です。以上の理由から、本プランはいわゆるデッドハンド型買収防衛策（取締役会の

構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策）ではありません。

　また、当社は期差任期制を採用していないため、本プランはスローハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の交替を一度

に行うことができないため、その発動を防止するのに時間を要する買収防衛策）ではありません。
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４　株主総会における決議事項について

　当社は、平成22年６月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及

び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、平成22年６月28日付で臨時報告書を提出し

ております。その報告内容は次のとおりであります。

 

(1) 株主総会が開催された年月日

平成22年６月25日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金15円　総額193,238,790円

ロ　効力発生日

平成22年６月28日

第２号議案　補欠監査役２名選任の件

高橋精二氏及び田原常之氏を会社法第329条第２項に定める補欠監査役に選任するものであります。

第３号議案　退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

平成22年１月10日に逝去されました監査役山口芳政氏に対し、退職慰労金を贈呈するものでありま

す。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び

に当該決議の結果

決議事項
賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件
決議の結果及び
賛成割合(％)

第１号議案
剰余金処分の件

9,108 63 82 (注) 可決 98.43%

第２号議案
補欠監査役２名選任の
件

9,165 6 82 (注) 可決 99.04%

第３号議案
退任監査役に対し
退職慰労金贈呈の件

9,103 68 82 (注) 可決 98.37%

　(注)　出席した株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　当社が行った上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令に基づく委任状勧誘による委任状の受任者を含

む当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、全ての議案は可決要件を

満たしたことから、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算してお

りません。
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第四部【組込情報】
 

次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。

有価証券報告書
事業年度
（第53期）

自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日

平成22年６月25日
近畿財務局長に提出

有価証券報告書の
訂正報告書

事業年度
（第53期）

自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日

平成23年３月４日
近畿財務局長に提出

四半期報告書
事業年度

（第54期第３四半期）
自　平成22年10月１日
至　平成22年12月31日

平成23年２月14日
近畿財務局長に提出

四半期報告書の
訂正報告書

事業年度
（第54期第３四半期）

自　平成22年10月１日
至　平成22年12月31日

平成23年２月25日
近畿財務局長に提出

　なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の２に規定する開示用電子情報処理組織(ＥＤＩＮＥＴ)を使用して提出した

データを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)Ａ４－１

に基づき本有価証券届出書の添付書類としております。

 

第五部【提出会社の保証会社等の情報】
 

　該当事項はありません。

 

第六部【特別情報】
 

　該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
　

　
平成21年６月26日

ケンコーマヨネーズ株式会社

取締役会　御中

あずさ監査法人
　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　岩　　崎　　雅　　樹　　㊞
　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　長　　﨑　　康　　行　　㊞

＜財務諸表監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に

掲げられているケンコーマヨネーズ株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度

の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・

フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監

査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行

われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、ケンコーマヨネーズ株式会社及び連結子会社の平成21年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって

終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示し

ているものと認める。
　

＜内部統制監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、ケンコーマヨネー

ズ株式会社の平成21年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整

備及び運用並びに内部統制報告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内

部統制報告書に対する意見を表明することにある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記

載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠

して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な

虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行わ

れ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体

としての内部統制報告書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、ケンコーマヨネーズ株式会社が平成21年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効で

あると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部

統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表

示しているものと認める。
　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
 

※１　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)

が別途保管しております。

２　連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
　

　
平成22年６月25日

ケンコーマヨネーズ株式会社

取締役会　御中

あずさ監査法人
　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　長　　﨑　　康　　行　　㊞
　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　宮　　下　　卓　　士　　㊞

＜財務諸表監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に

掲げられているケンコーマヨネーズ株式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度

の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・

フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監

査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行

われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、ケンコーマヨネーズ株式会社及び連結子会社の平成22年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって

終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示し

ているものと認める。
　

＜内部統制監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、ケンコーマヨネー

ズ株式会社の平成22年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整

備及び運用並びに内部統制報告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内

部統制報告書に対する意見を表明することにある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記

載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠

して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な

虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行わ

れ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体

としての内部統制報告書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、ケンコーマヨネーズ株式会社が平成22年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効で

あると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部

統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表

示しているものと認める。
　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
 

※１　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)

が別途保管しております。

２　連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
　

　
平成21年６月26日

ケンコーマヨネーズ株式会社

取締役会　御中

あずさ監査法人

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　岩　　崎　　雅　　樹　　㊞

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　長　　﨑　　康　　行　　㊞

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に

掲げられているケンコーマヨネーズ株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの第52期事業年

度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行っ

た。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表

明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監

査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた

見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果と

して意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、ケンコーマヨネーズ株式会社の平成21年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の

経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　
 

※１　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)

が別途保管しております。

２　財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
　

　
平成22年６月25日

ケンコーマヨネーズ株式会社

取締役会　御中

あずさ監査法人

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　長　　﨑　　康　　行　　㊞

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　宮　　下　　卓　　士　　㊞

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に

掲げられているケンコーマヨネーズ株式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの第53期事業年

度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行っ

た。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表

明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監

査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた

見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果と

して意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、ケンコーマヨネーズ株式会社の平成22年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の

経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　
 

※１　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)

が別途保管しております。

２　財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成22年２月12日

ケンコーマヨネーズ株式会社

取締役会  御中

　

あずさ監査法人

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    長    﨑    康    行    印

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    宮    下    卓    士    印
　

　 　 　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているケン

コーマヨネーズ株式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会

計期間(平成21年10月１日から平成21年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成21年４月１日から

平成21年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書

及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作

成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明するこ

とにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ケンコーマヨネーズ株式会社及び連結子会社

の平成21年12月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累

計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信

じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成23年２月14日

ケンコーマヨネーズ株式会社

取締役会  御中

　

有限責任 あずさ監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    長    﨑    康    行    印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    宮    下    卓    士    印
　

　 　 　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているケン

コーマヨネーズ株式会社の平成22年４月１日から平成23年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会

計期間(平成22年10月１日から平成22年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成22年４月１日から

平成22年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書

及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作

成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明するこ

とにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ケンコーマヨネーズ株式会社及び連結子会社

の平成22年12月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累

計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信

じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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